
図表ー１　物納のタイムスケジュール
（売却を同時に進める場合）

相続開始 平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日まで

↓ ↓

平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日まで ↓

↓ 平成　　年　　月　　日まで

税務署へ事前相談 平成　　年　　月　　日まで ↓

↓ 平成　　年　　月　　日まで

平成　　年　　月　　日まで

↓

（売買不調の場合）

平成　　年　　月　　日まで

↓ 平成　　年　　月　　日まで

測量依頼 平成　　年　　月　　日まで

↓

平成　　年　　月　　日まで

↓

測量図完成 平成　　年　　月　　日まで

↓

物納申請 平成　　年　　月　　日まで

↓ ・この間通常１～２か月

平成　　年　　月　　日予定

↓

不足書類等の提出 平成　　年　　月　　日予定

↓ ・担当者の通知から現地調査まで通常２か月

現地調査 平成　　年　　月　　日予定

↓
・現地調査から補完通知まで通常２か月

補完通知の受領 平成　　年　　月　　日予定

↓ ・この間通常３～５か月

　２０日以内

平成　　年　　月　　日予定 延納に変更 ２０日以内

↓ ・この間通常１～２か月

異議申立 ２か月以内

平成　　年　　月　　日予定

↓

物納価額の改定 平成　　年　　月　　日予定 平成　　年　　月　　日

↓

物納財産の収納 平成　　年　　月　　日予定 打診後　　日以内・平成　　年　　月　　日まで

物納地の仮決定
物納優先順位の仮決定

物納地の本決定
物納優先順位の本決定

生産緑地の買取申出
（　農地の場合　）

物納申請書類の収集
（申請時までに必要なも

の）

物納担当者決定の
通知の授受

補完内容の補正
必要書類の準備

物納の許可
物納許可通知書の受領

申請財産の差替え

物納財産の変更要求前の打診

買受人の選定

売買契約

代金の受領

延納への切替申請

売却から物納へ一本化
することの決定

物納財産の撤回

物納財産の変更要求

平成　　年　　月　　日

申請地の変更が可能かどうかの決定


